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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】
　 複 数 の 支 持 材 の う ち 少 な く と も １ つ の 支 持 材 上 に 用 紙 を 配 置 す る 用 紙 配 置 シ ス テ ム で あ
っ て 、
　 Ｎ 個 の 用 紙 配 置 場 所 （ Ｎ は 、 １ 以 上 の 整 数 で あ る ） に 用 紙 を 選 択 的 に 配 置 す る 配 置 手 段
と 、
　 上 記 支 持 材 を 案 内 す る た め の Ｎ ＋ １ 個 の ガ イ ド 部 材 と 、
　 複 数 の 支 持 材 と 、
　 上 記 複 数 の 支 持 材 の う ち １ つ の 支 持 材 を 用 紙 配 置 場 所 に 置 く か 、 又 は 、 上 記 支 持 材 間 の
距 離 を 変 更 す る よ う 上 記 ガ イ ド 部 材 を 駆 動 す る 駆 動 手 段 と 、 を 含 み 、
　 上 記 Ｎ ＋ １ 個 の ガ イ ド 部 材 の 各 ガ イ ド 部 材 に は 、 上 記 複 数 の 支 持 材 を 着 脱 可 能 に 懸 架 す
る た め の 複 数 の 懸 架 点 が 設 け ら れ 、
　 上 記 ガ イ ド 部 材 は 、 各 用 紙 配 置 場 所 が 、 該 用 紙 配 置 場 所 の 下 方 に 基 本 的 に 位 置 付 け ら れ
る 関 連 付 け ら れ る 下 位 ガ イ ド 部 材 及 び 該 用 紙 配 置 場 所 の 上 方 に 基 本 的 に 位 置 付 け ら れ る 関
連 付 け ら れ る 上 位 ガ イ ド 部 材 を 有 す る よ う 垂 直 方 向 に 配 置 さ れ 、
　 各 支 持 材 は 、 上 記 ガ イ ド 部 材 の 上 記 複 数 の 懸 架 点 の う ち １ つ の 懸 架 点 に 着 脱 可 能 に 懸 架
さ れ 、 ま た 、 互 い に 上 下 に 配 置 さ れ る 、 シ ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】
　 上 記 Ｎ ＋ １ 個 の ガ イ ド 部 材 は 、 エ ン ド レ ス で あ る 請 求 項 １ 記 載 の 用 紙 配 置 シ ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】
　 上 記 支 持 材 の 数 は 、 少 な く と も Ｎ ＋ ２ 個 で あ る 請 求 項 １ 及 び ２ 記 載 の 用 紙 配 置 シ ス テ ム
。
　 　 【 請 求 項 ４ 】
　 Ｎ は 、 ２ 以 上 で あ る 請 求 項 １ 乃 至 ３ 記 載 の 用 紙 配 置 シ ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】
　 上 記 Ｎ ＋ １ 個 の ガ イ ド 部 材 は 、 １ つ 以 上 の ベ ル ト 、 １ つ 以 上 の チ ェ ー ン 、 又 は 、 １ つ 以
上 の ワ イ ヤ で 構 成 さ れ る 請 求 項 ４ 記 載 の 用 紙 配 置 シ ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】
　 上 記 関 連 付 け ら れ る 下 位 ガ イ ド 部 材 と 上 記 関 連 付 け ら れ る 上 位 ガ イ ド 部 材 は 、 部 分 的 に



重 な る 請 求 項 ５ 記 載 の 用 紙 配 置 シ ス テ ム 。
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　 　 【 請 求 項 ７ 】
　 複 数 の 支 持 材 の う ち 少 な く と も １ つ の 支 持 材 上 に 用 紙 を 配 置 す る 用 紙 配 置 シ ス テ ム で あ
っ て 、
　 少 な く と も １ つ の 用 紙 配 置 場 所 に 用 紙 を 選 択 的 に 配 置 す る 配 置 手 段 と 、
　 上 記 用 紙 配 置 場 所 の 上 方 に 基 本 的 に 位 置 付 け ら れ る 第 １ の エ ン ド レ ス ガ イ ド 部 材 と 、
　 上 記 用 紙 配 置 場 所 の 下 方 に 基 本 的 に 位 置 付 け ら れ る 第 ２ の エ ン ド レ ス ガ イ ド 部 材 と 、
　 少 な く と も ２ つ の 支 持 材 と 、
　 駆 動 手 段 と 、 を 含 み 、
　 上 記 第 １ の エ ン ド レ ス ガ イ ド 部 材 及 び 上 記 第 ２ の エ ン ド レ ス ガ イ ド 部 材 は 、 互 い に 部 分
的 に 重 な り 、
　 上 記 第 １ の エ ン ド レ ス ガ イ ド 部 材 に は 、 第 １ の ピ ッ チ Ｐ １ で 等 距 離 に 間 隔 が 置 か れ 、 支
持 材 を そ の 上 に 着 脱 可 能 に 懸 架 す る 第 １ の 複 数 の 懸 架 点 が 設 け ら れ 、
　 上 記 第 ２ の エ ン ド レ ス ガ イ ド 部 材 に は 、 第 ２ の ピ ッ チ Ｐ ２ で 等 距 離 に 間 隔 が 置 か れ 、 支
持 材 を そ の 上 に 着 脱 可 能 に 懸 架 す る 第 ２ の 複 数 の 懸 架 点 が 設 け ら れ 、
　 各 支 持 材 は 、 上 記 エ ン ド レ ス ガ イ ド 部 材 の 上 記 複 数 の 懸 架 点 の う ち １ つ の 懸 架 点 に 着 脱
可 能 に 懸 架 さ れ 、 ま た 、 互 い に 上 下 に 配 置 さ れ 、
　 上 記 駆 動 手 段 は 、 上 記 第 １ の ガ イ ド 部 材 の 懸 架 点 に 懸 架 さ れ る 支 持 材 が 上 記 第 ２ の ガ イ
ド 部 材 の 懸 架 点 に 移 動 す る 、 ま た は 、 上 記 第 ２ の ガ イ ド 部 材 の 懸 架 点 に 懸 架 さ れ る 支 持 材
が 上 記 第 １ の ガ イ ド 部 材 の 懸 架 点 に 移 動 す る よ う 上 記 第 １ の エ ン ド レ ス ガ イ ド 部 材 及 び 上
記 第 ２ の エ ン ド レ ス ガ イ ド 部 材 を 駆 動 す る 、 シ ス テ ム 。
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